
船舶事故調査報告書 

平成３０年９月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１０月２５日 ０６時１０分ごろ 

発生場所 青森県大間
お お ま

町大間港 

 大間港根
ね

田内
た な い

西防波堤灯台から真方位２９１°１,１２０ｍ付近 

 （概位 北緯４１°３２.０′ 東経１４０°５３.１′） 

事故の概要  漁船第三十二龍
りゅう

昇
しょう

丸は、北東進中、また、漁船第七喜代
き よ

丸は、南

西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年３月５日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第三十二龍昇丸、４.３トン 

   ＡＭ３－３３３０３（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 第七喜代丸、３.７１トン 

   ＡＭ３－１９５２２（漁船登録番号）、個人所有 

   第２１２－１５６０８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に亀裂 

Ｂ 船首部外板に破口及び亀裂 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０５時５９分ごろ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、船長Ａが後部甲板でリ

モコン装置を使って操船を行い、約２.５～３.０ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で大間港を北東進しながら、船長Ａ及び甲

板員がそれぞれ船尾部から投入した釣り糸を手に持ち、引き釣り漁を

行っていた。 

 Ａ船は、船長Ａが、時々、後部甲板で操舵室囲壁の両舷から目視で

周囲を見たり、操舵室内のレーダーを同室後部の窓越しに確認したり

しながら、引き釣り漁を行っていたところ、その船首部とＢ船の船首

部とが衝突した。 

 船長Ａは、Ａ船及びＢ船の負傷者の有無及び損傷状況を船長Ｂと互

いに確認した後、自力航行可能であったので、Ａ船を操縦して大間港

の定係地に戻った。 

 船長Ａは、後部甲板から操舵室囲壁で船首方が見えにくく、また、

レーダーの船首輝線にＢ船の映像が重なり、Ｂ船に気付かなかったと

機密性２情報 



本事故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船長Ｂが、後部甲板でリモコン

装置を使って操船を行い、約３.５kn の速力で大間港を南西進しなが

ら、船尾部から投入した釣り糸を手に持ち、引き釣り漁を行ってい

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、時々、後部甲板で操舵室囲壁の両舷から目視で

周囲を見ながら、引き釣り漁を行っていたところ、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、自力航行可能であったので、Ｂ船を操縦して大間港の定

係地に戻った。 

 船長Ｂは、後部甲板から操舵室囲壁で船首方が見えにくかったの

で、Ａ船に気付かなかったと本事故後に思った。 

分析  Ａ船は、大間港を北東進中、船長Ａが、後部甲板で引き釣り漁を行

っていて船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、船首方

から接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、大間港を南西進中、船長Ｂが、後部甲板で引き釣り漁を行

っていて船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、船首方

から接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、大間港において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が南西進中、船

長Ａ及び船長Ｂがいずれも後部甲板で引き釣り漁を行っていて見張り

を適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・甲板上の構造物により周囲が見えにくい場合、周囲を確認できる

位置まで移動して見張りを行うなど、常時適切な見張りを行うこ

と。 

 


